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（午前１０時００分 開議） 

議長（城之内一男君） 

 おはようございます。議長より申し上げます。会議に入る前に、平成３０年度東

庄町一般会計予算について、総務課長、向後喜一朗君から報告がありますので、こ

れを許します。 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 予算書の訂正についてでございます。 

 予算書の一般会計予算の歳出でプリントミスがございましたので、お手元に正誤

表を配付させていただきました。内容は、職員給の人数が３ヶ所、誤りがあったと

いうことでございます。正誤表のとおり訂正をお願いいたします。申し訳ございま

せんでした。 

 以上です。 

議長（城之内一男君） 

 報告が終わりましたので、会議に移ります。 

 ただいまの出席議員は全員です。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 日程第１、議案第２号、平成３０年度東庄町一般会計予算から、日程第８、議案

第９号、平成３０年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計予算まで、以上、８案

を一括議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（城之内一男君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、平成３０年度の東庄町一般会計及び特別会計並びに企業会計、合わせ

て８会計の予算をご審議いただくにあたりまして、予算の編成方針を申し上げます。 

 まず初めに、我が国の経済情勢でございますが、平成３０年１月の内閣府月例経
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済報告によると、景気は穏やかに回復をしている。先行きについては、雇用所得環

境の改善が続く中で、穏やかな回復が続くことが期待をされる。ただし、海外経済

の不確実性や金融消費量の変動の影響に憂慮する必要があるとされております。 

 続いて、国の平成３０年度予算のポイントでございますが、１億総活躍社会の実

現などによる経済再生と経済財政再生計画に基づく財政健全化を基本として編成を

されております。政府案における一般会計の予算規模は９７兆７，１２８億円、前

年度と比べ２，５８１億円、０．３％の増となっております。歳入のうち税収は前

年度と比べ２．４％増の５９兆７９０億円、公債金は前年度と比べ２．０％減の３

３兆６，９２２億円となり、税収の伸びにより公債依存度は低くなっております。 

 また、平成３０年度の経済見通しと経済財政運営の基本的対比においては、平成

３０年度の国内総生産は５６４兆３，０００億円、名目成長率は２．５％、実質成

長率は１．８％と見込まれております。このような状況下の中で、当町の予算編成

でございますが、まず新たな施策として町内の幼稚園、小中学校に通う子供達の給

食費を町が全額補助することといたしました。また、学校給食センター建設に向け

た整備事業や統合小学校開校のための準備などにより、前年度を２億９，２００万

円上回る予算編成となっております。 

 その他、平成２９年度に策定をいたしました第６次東庄町総合計画や平成２７年

度に策定をいたしました東庄町総合戦略において、重点項目としている事業につい

て、積極的に展開をしてまいります。このうち東庄町総合戦略で重点項目としてお

ります結婚、出産、子育ての分野では、子供、小学生、中学生、高校生等の医療費

無償化、特定不妊治療費の助成、新規事業といたしましては、先程申し上げました

給食費の無償化と平成３０年度の保育所入所希望者に発生いたしました待機児童に

対応するための待機児童解消対策事業補助金などの事業を予算化しております。 

 大枠として、これらの計画に基づき、細部の予算編成にあたっては、各事業につ

いて経費節減を行い、健全な財政運営を目指す予算を推進してまいります。 

 それでは、初めに議案第２号、平成３０年度東庄町一般会計予算の内容について

申し上げます。 

 一般会計の予算総額は５５億２，２００万円となり、前年度当初予算と比べます

と２億９，２００万円、率では５．６％の増となっております。 

 続いて、主な事業について申し上げます。 
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 総務関係では、新規事業として、平成２４年度に改正いたしました地域防災計画

と平成１８年度に策定をいたしました洪水ハザードマップについて見直しを行いま

す。 

 次に、民生関係では、子育て支援に重点を置き、待機児童解消対策事業の補助や

放課後児童クラブ、施設新設工事の設計を行います。 

 次に、環境関係でございますけれども、太陽光発電システムなどの住宅用省エネ

ルギー設備設置補助金や合併処理浄化槽設置補助金を引き続き処置しております。 

 次に、衛生関係でございますけれども、高校生及び１８歳までの年齢の医療費の

無償化、特定不妊治療の助成、各種予防接種費用の助成を引き続き計上いたしまし

た。 

 その他、新規事業として子育てモバイルサービス事業、産後ケア事業を予算計上

してあります。 

 次に、商工関係でございますけれども、平成２９年度中に設計が完了する雲井岬

つつじ公園の拡張整備工事を新規で予算計上をいたしました。 

 次に、農林業関係では、多面的機能支払交付金、新規需要米等補助金など、農業

への補助を増額して行います。 

 次に、道路整備関係でございますけれども、安全・安心なまちづくり事業として、

利便性の向上や安全な通行の確保のため、引き続き改良舗装事業を実施いたします。 

 次に、教育関係でございますけれども、冒頭にも申し上げましたとおり、学校給

食センター建設に向けた事前整備事業や統合小学校のための整備事業、給食費の保

護者の負担をなくすための補助金を計上しております。 

 以上、主な事業について申し上げました。 

 また、歳入につきましては、昨年４月、過疎地域に指定されたことによりまして、

当初予算としては今年度より過疎対策事業債を計上することとなりました。過疎対

策事業債として充当した財源に関わる一般財源分を活用して、新規事業に充てるこ

ととしております。 

 続きまして、議案第３号、平成３０年度東庄町国民健康保険特別会計予算の内容

について申し上げます。 

 全体の予算規模では、歳入歳出それぞれ１７億６９３万８，０００円で、前年度

比６億８，７９４万３，０００円の大幅な減額予算となります。 
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 減額の主な要因でございますが、国民健康保険の広域化により、共同事業の廃止、

被保険者数の減少による保険税及び繰入金等の減額であります。 

 続きまして、議案第４号、平成３０年度東庄町後期高齢者医療特別会計予算の内

容について申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額はそれぞれ１億６，０９５万６，０００円で、前年度比１，

６９４万７，０００円の増額予算となります。 

 増額の主な要因でございますけれども、被保険者数の増加に伴う後期高齢者医療

広域連合への納付金の増額でございます。 

 続きまして、議案第５号、東庄町食肉センター特別会計予算の内容について申し

上げます。 

 食肉センターの収入の基本となりますと畜頭数は前年度と比較いたしまして２，

０００頭増の９万３，０００頭を見込み、繰入金として４，３００万円を計上して、

歳入総額で１億６，７３９万５，０００円となっております。 

 一方、歳出では、施設指定管理者である東庄町食肉センター事業協同組合に支払

う委託料として８，４００万円、冷却設備更新工事補助金として４，３００万円、

財政調整基金への積立として２，０００万円、一般会計への繰出金として１，００

０万円を計上し、歳出総額の１億６，７３９万５，０００円とするものでございま

す。 

 続きまして、議案第６号、平成３０年度東庄町訪問看護ステーション特別会計予

算の内容について申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，１６７万円と定めるものでございま

す。前年度と比較しますと５３万６，０００円、２．５％の増と見込んでおります。 

 増額の主な要因でございますが、人件費の増によるものでございます。 

 続きまして、議案第７号、平成３０年度東庄町介護保険特別会計予算の内容につ

いて申し上げます。 

 平成３０年度は、第７期東庄町介護保険事業計画３ヶ年の初年度にあたります。

この計画に基づいて予算編成を行っております。 

 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億９，９２６万１，０００円と定め

るものでございます。前年度と比較しますと７，０９４万１，０００円、５．３％

の増と見込んでおります。 
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 増額の主たる要因でございますが、保険給付費の増によるものでございます。 

 続きまして、議案第８号、平成３０年度東庄町水道事業会計予算の内容について

申し上げます。 

 初めに、業務の予定量といたしましては、年度末給水戸数４，０９５戸、年間総

給水量を１４５万６，０００立方メートルと見込み、予算編成をいたしました。 

 収益的収入及び支出予算の収入でございますが、４億４，４４９万８，０００円

で、前年度比３９６万１，０００円の増、支出が３億８，６９２万８，０００円で、

前年度比６７６万７，０００円の減となり、５，７５７万円の黒字編成となってお

ります。 

 次に、資本的収入及び支出予算では、支出で２，０５８万２，０００円、前年度

と比較して１，９１３万６，０００円の減額となっております。なお、支出に対し

て収入が不足する額につきましては、内部留保資金等で補填することになっており

ます。 

 続きまして、議案第９号、平成３０年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計予

算の内容について申し上げます。 

 業務の予定量は年間患者数、入院１万８，９８０人、外来２万８，８３６人を見

込み予算編成をしております。 

 収益的収入では、収入が１０億９，０７９万５，０００円で、前年度比７，７７

１万８，０００円の減、支出が１０億８，７３１万８，０００円で、前年度比７，

５７４万９，０００円の減となって、３４７万７，０００円の黒字の編成となって

おります。 

 資本的収支につきましては、収入が３，８００万２，０００円で、前年度比５３

０万１，０００円の増、支出が９，７１６万３，０００円で、前年度比８３万６，

０００円の減となっております。 

 なお、支出に対して収入が不足する額につきましては、内部留保資金で補填する

こととなっております。 

 以上、８会計の新年度予算の編成について、概要を申し上げました。詳細につき

ましては、担当課長、事務長より説明をいたさせます。 

 ご審議の上、可決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（城之内一男君） 
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 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 それでは、議案第２号、平成３０年度東庄町一般会計予算について、内容のご説

明を申し上げます。 

 なお、歳入につきましては、この後、予算決算常任委員会へ付託される予定と聞

いておりますので、私からは内容のみを申し上げますので、あらかじめご了承をお

願いいたします。 

 それでは、お手元の予算参考資料よりご説明を申し上げますので、資料の１ペー

ジをお願いいたします。 

 平成３０年度の歳入予算につきまして、款ごとに平成２９年度と比較しながら、

その構成比を示したものでございます。左下の合計の欄を見ていただきますと、平

成３０年度の歳入予算の総額は５５億２，２００万円となりまして、前年度比では

２億９，２００万円、５．６％の増となっております。 

 １款・町税から主なものを申し上げます。 

 まず、１款・町税でございますが、前年度比で２，３３９万６，０００円、１．

６％の減で、１４億３５１万５，０００円を計上いたしました。 

 次に、２款・地方譲与税ですが、平成２９年度決算見込みと総務省より示された

数値に基づき試算し、前年度比で１９０万円、２．４％の増となり、８，０７０万

円を計上しております。 

 次に、４款・配当割交付金ですが、平成２９年度決算見込みと総務省より示され

た数値に基づき試算し、前年度比で１５０万円、１５．６％の減となり、８１０万

円を計上しております。 

 次に、６款・地方消費税交付金ですが、平成２９年度決算見込みと県の試算に基

づき前年度比で２，７００万円、１２．４％増の２億４，５００万円を計上してお

ります。 

 次に、８款・自動車取得税交付金ですが、平成２９年度決算見込みと県の試算に

基づき、前年度比で４２０万円、１６．０％の増となり、３，０５０万円を計上し

ております。 

 次に、１０款・地方交付税ですが、平成２９年度決算見込みと国の推計数値に基

づき試算いたしまして、前年度と同額の１６億７，０００万円を計上しております。 
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 次に、１２款・分担金及び負担金ですが、前年度比で７０９万４，０００円、７．

０％の増となり、１億７９４万４，０００円を計上しております。 

 次に、１４款・国庫支出金では、前年度比で２，１８０万５，０００円、６．１％

の増の３億７，６４７万６，０００円を計上しております。 

 増額の主な要因は、統合小学校開校の事前準備にかかる工事費の補助金によるも

のとなっております。 

 次に、１５款・県支出金では、４，０８４万６，０００円、１０．７％の減とな

り、３億４，１１０万８，０００円を計上しております。 

 経営体育成支援事業、さわやか畜産総合展開事業、観光公衆トイレ工事の終了が

減少の主な要因となっております。 

 次に、１８款・繰入金ですが、前年度より１，０９１万６，０００円、６．７％

減の１億５，２４１万６，０００円となっております。東日本大震災復興基金繰入

金が平成２９年度で終了したことによる減となっております。 

 次に、１９款・繰越金ですが、１億１，０００万円を計上しております。 

 最後に、２１款・町債ですが、前年度比で２億９，５８０万円、６０．８％の増

で、７億８，２００万円を計上しております。平成２９年度に過疎指定されたこと

を受け、過疎対策事業債を新規発行することによるものでございます。 

 続きまして、歳出予算について概略を申し上げますので、２ページをお願いいた

します。 

 増減の主なものについてのみ申し上げます。 

 まず、１款・議会費ですが、前年度比で３１０万７，０００円、３．７％減の７，

９９９万７，０００円となっております。これは議員の欠員による報酬等の減によ

るものです。 

 次に、２款・総務費ですが、地域防災計画と洪水ハザードマップの見直しや地域

イントラネットの機器更新などにより、６，８４３万１，０００円、１１．３％の

増、６億７，４６５万３，０００円となっております。 

 次に、３款・民生費ですが、６，２２４万２，０００円、４．２％増の１５億４，

９５１万４，０００円となっております。待機児童解消対策事業補助金や放課後児

童クラブの新設工事、施設新設工事設計業務を新規で計上したことによるものでご

ざいます。 
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 次に、４款・衛生費ですが、９，０７４万４，０００円、１３．５％の増の７億

６，２２９万８，０００円となっております。 

 主な要因は、香取広域市町村圏事務組合負担金、塵芥処理分、東庄病院への繰出

金の増によるものとなっております。 

 次に、５款・農林水産業費では、農道舗装工事を新規で計上したことなどから、

７６１万２，０００円、３．２％増の２億４，５８９万９，０００円となっており

ます。 

 次に、６款・商工費では、雲井岬つつじ公園の整備工事の新規計上がありますが、

諏訪神社のトイレ新築工事の終了により、９５７万円、９．４％減の９，２２１万

４，０００円となっております。 

 次に、７款・土木費では、舗装改良工事や設計業務の減などにより、１，４０１

万円、３．２％減の４億２，３８３万７，０００円となっております。 

 次に、８款・消防費ですが、常備消防、非常備消防、共に増額となり、全体では

２３５万円、０．９％増の２億６，９９９万４，０００円となっております。 

 次に、９款・教育費ですが、学校給食センター建設に向けた事前整備事業や統合

小学校の解放のための準備により、９，１００万円、１０．６％増の９億５，２２

９万６，０００円となっております。 

 次に、１０款・災害復旧費ですが、事務費のみで平成２９年度と同額の３万８，

０００円となっております。 

 次に、１１款・公債費ですが、３９９万２，０００円、０．９％減の４億４，６

８６万円となっております。平成３０年度末では、新規借り入れが３件、償還終了

が６件となり、起債件数は７４件となる見込みでございます。 

 以上、歳出予算の総額は、５５億２，２００万円、前年度比では２億９，２００

万円、５．６％の増となっております。 

 右側の円グラフは、目的別歳出予算の款ごとの構成比を表したものでございます。

後ほどご参照いただければと存じます。 

 次の３ページでございますが、これにつきましては、ただいま申し上げました歳

出予算について、性質別ごとに前年度と比較したものでございます。 

 まず、３ページ左側の表、大きな１番の消費的経費のうち①の人件費ですが、前

年度比で４，３１１万７，０００円、５．３％増の８億６，４０５万１，０００円
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となっております。当初予算比較で主に職員数が３人増加したこと、及び昇給によ

るものでございます。 

 ②の物件費は６，３３２万５，０００円、８．７％増の７億８，８９６万２，０

００円となっております。 

 地域防災計画の見直しや地域イントラネット機器更新などの新規事業が主な要因

となっております。 

 ③の維持補修費では、保健福祉総合センター等の修繕料の減により、３３０万９，

０００円、１４．９％減の１，８９２万円となっております。 

 ④の扶助費では、５８０万６，０００円、０．８％増の７億８７７万２，０００

円となっております。主に自立支援給付費や保育事業委託料の増によるものでござ

います。 

 ⑤の補助費等では、香取広域市町村圏事務組合塵芥処理分負担金が増加となりま

したが、後期高齢者医療給付費負担金につきまして、繰出金として計上するよう県

の指導があり、これが減となりましたことにより７４９万円、０．６％の減の１１

億４，６０９万６，０００円となっております。 

 以上、①から⑤までを合わせました消費的経費の総額は、前年度比で１億１４４

万９，０００円、３．０％の増で、３５億２，６８０万１，０００円となっており

ます。 

 続きまして、大きな２番目の投資的経費のうち①普通建設事業でございますが、

補助事業では地籍調査事業の減少による減、単独事業では給食センター建設の事前

準備となります中学校駐輪場、駐車場整備工事の新規計上などにより、全体で、前

年度比で４，３１２万５，０００円、５．１％の増、８億９，４７９万５，０００

円となっております。 

 また、②災害復旧事業は、先程目的別の歳出予算、前のページの１０款・災害復

旧費で申し上げました内容と同様でございます。 

 また、３番目の公債費につきましても、同じく前のページの１１款・公債費で申

し上げたとおりでございます。 

 次に、４番目の積立金ですが、昨日、可決いただきました東庄町郵便切手類購入

基金の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に基づきまして、東庄町郵

便切手類購入基金を３０万円積み増しするもので、４４０万円となっております。 
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 次に、７番目の繰出金ですが、先程補助費等で申し上げましたとおり、後期高齢

者医療給付費負担金につきまして、繰出金として計上することとなったことにより、

１億４，５２６万７，０００円、３６．４％増の５億４，４８６万１，０００円と

なっております。 

 以上、性質別歳出予算の主だったものを申し上げました。 

 次の４ページ、５ページにつきましては、ただいま申し上げました歳出予算につ

いて、４ページで節別、そして５ページでは性質別の歳出予算を款ごとに表にした

ものでございます。後ほどご参照いただければと存じます。 

 それでは、６ページをお願いいたします。 

 ここでは、町全体の予算規模について、ご説明いたします。 

 左の表では、一般会計を初め、全８会計の予算につきまして、前年度予算と比較

して増減額並びに増減率を記載してございます。８会計の総額は、１０５億７，０

２１万１，０００円となりまして、前年度と比較しますと３億５，７９４万４，０

００円、３．３％の減となっております。 

 また、右の表は一般会計から特別会計や企業会計へ繰出金を表にしたものでござ

います。 

 ７会計のうち６会計に繰り出しを行っており、総額は６億４，７２０万円となり、

前年度と比較しますと５，９６０万６，０００円、１０．１％の増となっておりま

す。 

 次に、７ページの表は、一般会計における一部事務組合などに対します負担の状

況を前年度と比較して示したものでございます。総額は５億８，５２０万８，００

０円で、４，０３４万９，０００円、７．４％の増となっております。 

 また、８ページから１０ページにかけましてですが、これは一部事務組合の平成

３０年度事業概要となっております。 

 次に、１１ページから１４ページでは、平成３０年度予算に盛り込んだ課ごとの

主要な事業についての一覧となっておりますので、予算書と併せてご参照いただき

たいと存じます。 

 これで参考資料を終わらせていただきまして、次に、予算書の１ページをお願い

いたします。 

 ただいままでは一般会計予算の第１条、歳入歳出予算について申し上げましたが、
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これから第２条以下についてご説明を申し上げます。 

 第２条は地方債でございまして、８ページの表をご覧いただきたいと思います。 

 地方自治法の規定により起こすことが出来る地方債について定めるもので、本年

度借り入れは臨時財政対策債と過疎対策事業債ハード分、ソフト分の３件となって

おります。地方交付税の減額を補完する意味合いの臨時財政対策債は、２億２，２

００万円を予定しております。 

 また、過疎対策事業債についてですが、ソフト分については６，０００万円を計

上しておりまして、医療費助成事業、外出支援巡回バス事業、健康診断、予防接種

に対する起債となります。 

 ハード分につきましては、５億円を計上しておりまして、町道整備事業、中学校

校舎整備事業、統合小学校整備事業に対する起債となります。 

 なお、平成３０年度末の起債残高の見込みは、１２７ページに調書として記載し

てございますので、これも後ほどご覧いただければと存じます。 

 それでは、再度１ページをご覧いただきたいと思います。 

 第３条で一時借入金がございますが、これも地方自治法の規定に基づきまして、

年度内において歳計現金に不足が生じた場合、その支払資金の不足を補うため借り

入れの出来る最高額を定めるもので、その額を２億円とする内容でございます。 

 第４条は、歳出予算の流用でございまして、地方自治法第２２０条第２項、ただ

し書きの規定によりまして、歳出予算の各項の経費の金額を流用することが出来る

場合を規定しております。各項に計上した給料、職員手当及び共済費、ただし賃金

にかかる共済費は除かれますが、これらにかかる予算額に過不足が生じた場合にお

いて、同一款内でこれらの経費の各項の間の流用が出来ると定めております。 

 以上で、平成３０年度東庄町一般会計予算の内容説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議をお願いいたします。 

議長（城之内一男君） 

 町民課長、髙木浩一君。 

町民課長（髙木浩一君） 

 それでは、議案第３号、平成３０年度東庄町国民健康保険特別会計予算について、

ご説明申し上げます。 

 それでは、予算参考資料を使って概略を説明させていただきます。 
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 参考資料の１５ページをご覧いただきたいと思います。 

 平成３０年度から国保制度改正による広域化に伴い、予算区分等が大幅に変わり

ますので、単純に前年と比較が出来ない部分が多々ございます。あらかじめご了承

願います。 

 初めに、歳入でございます。 

 表の一番下の歳入合計額は１７億６９３万８，０００円、前年度と比較いたしま

すと６億８，７９４万３，０００円、２８．７％の大幅な減額予算となっておりま

す。 

 主な要因につきましては、国保の広域化により、千葉県が財政運営主体となるこ

とで共同事業が廃止となり、４億８，１３５万３，０００円の減額、被保険者の減

少による保険税及び繰入金並びに県支出金の減により、約２億円が減額となります。 

 円グラフをご覧いただきたいと思います。 

 歳入の主なものは、国民健康保険税と県支出金で全体の８７％を占めております。 

 それでは、左の表を使ってご説明をいたします。 

 １款・国民健康保険税、平成３０年度予算額は４億５，３８２万１，０００円、

前年度比３，３７０万８，０００円、６．９％の減額となっております。 

 減額の要因といたしまして、被保険者数の減少によるものでございます。 

 ２款・一部負担金は４，０００円で、項目の設定のみでございます。一部負担金

は、被保険者が保健医療機関等に支払う費用のことでございますが、特別な事情に

より保健医療機関等に支払いが出来ず、保険者がその分を支払った場合、一部負担

金を直接被保険者から徴収した場合の項目となります。 

 ３款・使用料及び手数料は９万５，０００円を見込みました。これは保険税の督

促状にかかる手数料で、１件５０円、１，９００円でございます。 

 ４款・県支出金は１０億３，１３８万５，０００円で、前年度比８億８，５５８

万６，０００円、６０７．４％の増額でございます。 

 こちらにつきましては、広域化に伴いまして、療養給付費交付金、前期高齢者交

付金などの全ての医療費の支払いのための費用を千葉県が交付するようになるため

でございます。 

 ５款・財産収入は１万５，０００円で、財政調整基金の預金利子を見込んだもの

でございます。 
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 ６款・繰入金は２億１，４６４万５，０００円で、前年度比７７５万４，０００

円、３．５％の減額でございます。 

 これは一般会計繰入金のうち基盤安定負担金が減額になったことによるもので、

被保険者数の減少がその要因でございます。基盤安定負担金とは、被保険者の保険

税の軽減額分を公費で補填する制度でございます。 

 ７款・繰越金は科目の設定のみでございます。 

 ８款・諸収入は６９７万１，０００円でございます。主なものは、後期高齢者の

健康診査の受託料４５５万３，０００円でございます。 

 ９款・町債は科目の設定のみでございます。これは万が一、保険税収入が不足し

て、県への納付金の支払いが困難に陥った時、県から財政安定化基金の貸し付けを

受けた際の受け口となるものでございます。 

 国庫支出金、療養給付費交付金、前期高齢者交付金、共同事業交付金につきまし

ては、広域化に伴いまして、予算から削除となります。 

 続きまして、歳出につきましてご説明を申し上げます。１６ページをご覧いただ

きたいと存じます。 

 歳出の総額は歳入と同額でございます。 

 １款・総務費は平成３０年度予算額４，００７万５，０００円で、前年度比１２

８万５，０００円、３．３％の増額でございます。 

 主な内容といたしましては、事務職員３名分の人件費を含めた一般管理費及び保

険税の賦課徴収に要する経費でございます。職員の平成２９年度給与改定による人

件費の増額と広域化に伴います事務費用の増加が増額の要因でございます。 

 ２款・保険給付費は１０億５，６５８万７，０００円で、前年度比２億５，７２

９万円、１９．６％の減額でございます。 

 主な内容といたしましては、療養諸費、高額療養費、出産育児一時金及び葬祭費

等で、過去の実績をもとに被保険者数の減少を加味して推計をいたしました。 

 ３款・国民健康保険事業費納付金は４億７，５７９万８，０００円で、千葉県が

算定した東庄町としての納付金でございます。各市町村の納付金を財源に千葉県は

保健医療機関に支払う費用として各市町村に普通交付金と特別交付金を交付するこ

とになります。 

 ４款・共同事業拠出金は５万円で、前年度比５億３，１６１万９，０００円、９
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９．９％の減額でございます。 

 これは同一月内に病院で受けていた療養が８０万円を超える高額医療費のための

共同事業が広域化に伴い廃止されたための減額でございます。今後は県が行うこと

となります。 

 ５款・保健事業費は５，５９０万４，０００円で、前年度比５０１万６，０００

円、９．９％の増額でございます。 

 主な内容といたしましては、特定健康診査及び特定保健指導の委託経費並びに保

健衛生係事務職員３名分の人件費、そして人間ドック委託料等でございます。 

 主な増額の要因につきましては、特定健康診査等の受診率向上に民間のノウハウ

を生かした事業を取り入れるための委託料を新規に計上したことと、平成２９年度

給与条例改正による人件費の増額でございます。 

 ６款・基金積立金は７，００１万６，０００円でございます。年度当初におきま

して、保険税が入るまでの間の安定した資金繰りを図るため、財政調整基金７，０

００万円を取り崩し、国保特別会計に入金しているものでございます。 

 ７款・公債費につきましては項目の設定のみでございます。 

 ８款・諸支出金は１９０万７，０００円で、前年度比８６９万７，０００円、８

２％の減額でございます。 

 主な内容につきましては、保険税の過誤納還付金１００万円と東庄病院への繰出

金９０万円でございます。減額の主な要因につきましては、過年度分の療養給付費

等の精算分を当初予算に組み込まずに、確定してから補正予算で対応するため減額

したものでございます。 

 ９款・予備費は６６０万円で、前年度比１６０万円、３２％の増額を計上いたし

ました。 

 なお、１７ページには年度別の医療費の推移を掲載してございますので、後ほど

ご覧いただきたいと存じます。 

 以上で、平成３０年度国民健康保険特別会計予算の説明を終わりにいたします。 

 続きまして、議案第４号、平成３０年度東庄町後期高齢者医療特別会計予算につ

いてご説明を申し上げます。 

 予算参考資料の１８ページをご覧いただきたいと思います。 

 後期高齢者医療の平成３０年度の予算総額は、歳入歳出それぞれ１億６，０９５
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万６，０００円、前年度比１，６９４万７，０００円、１１．８％の増額を見込み

ました。 

 歳入からご説明を申し上げます。 

 １款・保険料、１億１，３９６万４，０００円は、前年度比１，５３６万５，０

００円、１５．６％の増額。歳入全体では７０．８％を占めております。 

 増額の主な要因につきましては、被保険者数の増加と２年に一度の保険料率の改

定によるものでございます。 

 ２款・使用料及び手数料１万円は、前年度と同額で督促手数料でございます。 

 ３款・繰入金４，６２９万２，０００円は、前年度比１５８万２，０００円、３．

５％の増額でございます。 

 これは保険基盤安定にかかる繰入金で、国・県及び町分を含んだ額でございます。 

 ４款・繰越金は節の設定のみでございます。 

 ５款・諸収入６８万９，０００円は、前年度と同額でございます。 

 次に、歳出でございますが、１款・総務費１７９万７，０００円は、前年度と同

額でございます。 

 システム関係などの一般管理費及び徴収費の経費を見込んでございます。 

 ２款・納付金は１億５，８７０万８，０００円、前年度比１，６９４万７，００

０円、１２％の増額でございます。 

 これは千葉県後期高齢者医療広域連合に対する納付金で、歳入における保険料及

び基盤安定にかかる繰入金を合わせた額でございます。 

 ３款・諸支出金２５万１，０００円、前年度と同額でございます。 

 過誤納還付金及び国庫返納金等でございます。 

 ４款・予備費２０万円は前年度と同額を計上いたしました。 

 以上で後期高齢者医療特別会計予算の説明を終わりにしたいと思います。ご審議

のほど、よろしくお願いをいたします。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 それでは、議案第５号、平成３０年度東庄町食肉センター特別会計予算について

ご説明をいたします。 
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 予算参考資料の１９ページをお願いいたします。 

 平成３０年度のと畜処理頭数は９万３，０００頭を見込み、平成２９年度と比較

して２，０００頭増の事業量を見込んでおります。これについては、養豚農家の経

営努力による安定出荷頭数を見込むものでございます。 

 歳入より説明をいたします。 

 項目１の営業収益、①解体処理施設使用料は、１頭あたり９１８円で９万３，０

００頭を見込み、８，５３７万４，０００円。②冷蔵庫使用料は、１頭あたり１日

９７円２０銭で、平均使用日数を１．４日とし、９万２，５３５頭を見込み、１，

２５９万２，０００円。③ボイル室使用料は、１頭あたり９７円２０銭で８万３，

７００頭を見込み、８１３万５，０００円を計上し、料金収支として１億６１０万

１，０００円を見込んでおり、平成２９年度と比較して２２９万円の増額、率にし

て２．２％の増額となっております。 

 次に、項目２の繰越金は１，８２６万２，０００円を見込み、前年度との比較で

は６８７万６，０００円の増額、率にして６０．４％の増となっております。 

 次に、項目３の財産収入ですが、財政調整基金預金利子として３万円を見込み、

前年度と比較して１０万３，０００円の減額、率にして７７．４％の減となってお

ります。 

 次に、項目４の諸収入については、歳計金預金利子及び雑入の受け入れ項目とし

て２，０００円を計上いたしました。 

 次に、項目５の繰入金につきましては、冷却設備更新工事のため、財政調整基金

を一部取り崩し、財政調整基金繰入金として４，３００万円を計上いたしました。 

 歳入合計は１億６，７３９万５，０００円で、前年度と比較して５，２０６万３，

０００円の増額、率にして４５．１％の増となっております。 

 続きまして、歳出の説明をいたします。 

 項目１の営業費用、①委託料ですが、食肉センター施設指定管理者、東庄町食肉

センター事業協同組合に支払う委託料で、前年度と同額で８，４００万円の計上と

するものです。②補助金は、同じく東庄町食肉センター事業協同組合が行う冷却設

備更新工事補助金として４，３００万円を計上するものでございます。 

 次に、項目２の積立金ですが、食肉センター特別会計財政調整基金として２，０

００万円を計上いたしました。前年度と比較しまして、１，０００万円の増額、率
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にして１００％の増となります。 

 次に、項目３の繰出金ですが、一般会計への繰出金で１，０００万円を計上いた

しました。前年度と同額となっております。 

 項目４の予備費は、７７９万４，０００円を見込みました。前年度と比較しまし

て４０６万３，０００円の増額、率にして１０８．９％の増となっております。 

 歳出合計は歳入合計と同額の１億６，７３９万５，０００円とするものでござい

ます。 

 以上で食肉センター特別会計の予算説明を終わります。よろしくお願いいたしま

す。 

議長（城之内一男君） 

 健康福祉課長、海上孝君。 

健康福祉課長（海上 孝君） 

 それでは、議案第６号、平成３０年度東庄町訪問看護ステーション特別会計予算

について、ご説明申し上げます。 

 予算参考資料の２０ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入についてご説明を申し上げます。 

 １款・事業収入は１，２９５万４，０００円で、右側の円グラフにありますよう

に、歳入全体の５９．８％を占めております。前年度比４８万９，０００円、３．

６％の減を見込んでおります。 

 減額の主な要因は、利用者の減少による減収を見込んでいるものでございます。 

 ２款・繰入金は４２１万４，０００円で、前年度比１０２万５，０００円、３２．

１％の増を見込んでおります。これは歳入の不足分を一般会計からの繰入金で補う

ものでございます。 

 ３款・繰越金は、前年度繰越金として４５０万円、前年度と同額を計上しており

ます。 

 ４款・諸収入２，０００円につきましては、歳計金預金利子と雑入を各１，００

０円ずつ計上しております。 

 以上、歳入合計は２，１６７万円、前年度比５３万６，０００円、２．５％の増

となっております。 

 続いて、歳出についてご説明申し上げます。２１ページをご覧いただきたいと存
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じます。 

 １款・事業費は２，１５７万円で、右側の円グラフにありますように、歳出全体

の９９．５％を占めております。前年度比５３万６，０００円、２．５％の増を見

込んでおります。事業費のほとんどは、職員３名の人件費等でございます。 

 ２款・予備費は前年度と同額の１０万円を計上しております。 

 以上、歳出合計は歳入と同額の２，１６７万円、前年度比５３万６，０００円、

２．５％の増となっております。 

 なお、下段の表には平成２５年度から平成２９年１２月までの年度別利用実績を

記載してございます。 

 続きまして、議案第７号、平成３０年度東庄町介護保険特別会計予算についてご

説明申し上げます。予算参考資料の２２ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入についてご説明申し上げます。 

 １款・保険料につきましては、３億７１７万９，０００円、前年度比１，７６２

万１，０００円、６．１％の増を見込んでおります。これは６５歳以上の第１号被

保険者の保険料でございます。 

 ２款・使用料及び手数料２，０００円につきましては、証明手数料及び保険料未

納者への督促手数料を各１，０００円ずつ計上しております。 

 ３款・国庫支出金、４款・支払基金交付金、５款・県支出金につきましては、保

険給付及び地域支援事業に要する費用の負担であり、介護保険法により負担割合が

定められております。 

 ３款・国庫支出金は、国負担分として３億１，４９９万７，０００円、前年度比

１，５３５万５，０００円、５．１％の増、４款・支払基金交付金は４０歳から６

４歳までの第２号被保険者の保険料分として社会保険診療報酬支払基金からの交付

金で３億６，３６３万８，０００円、前年度比９９１万４，０００円、２．８％の

増、５款・県支出金は県負担分として１億９，８２０万９，０００円、前年度比１，

５６６万７，０００円、８．６％の増を見込んでおります。 

 ６款・財産収入１万６，０００円は、介護給付費準備基金積立金の定期預金運用

による利子収入を計上しております。 

 ７款・繰入金は一般会計からの繰入金として２億１，２０５万円、対前年度比１，

２７５万３，０００円、６．４％の増を見込んでおります。一般会計繰入金につい
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ては、介護給付費、地域支援事業費の介護保険法で負担割合が規定されております

町負担分と職員人件費等の繰り入れ分でございます。 

 ８款・繰越金は前年度繰越金として２４３万５，０００円、前年度比５６万５，

０００円、１８．８％の減を見込んでおります。 

 ９款・諸収入７３万５，０００円は、高額介護サービス費貸付金元金収入などを

計上しております。 

 以上、歳入合計は１３億９，９２６万１，０００円、前年度比７，０９４万１，

０００円、５．３％の増となっております。 

 続いて、歳出についてご説明申し上げます。２３ページをご覧いただきたいと存

じます。 

 １款・総務費は３，９３３万１，０００円で、前年度比２５６万５，０００円、

６．１％の減を見込んでおります。これは職員人件費、電算システムの使用料、介

護認定審査会費等が主なもので、減額の主な要因は、平成２９年度は３年ごとの介

護保険事業計画策定年度にあたり、その委託料等の経費を計上していたことによる

ものでございます。 

 ２款・保険給付費１３億６１５万７，０００円は、右側の円グラフにありますよ

うに、歳出全体の９３．３％を占めており、前年度比８，３１８万１，０００円、

６．８％の増を見込んでおります。主な内容ですが、要介護１から５の方が利用す

る訪問介護、通所介護などの居宅サービスと特別養護老人ホーム、療養病床などの

施設サービス、要支援１、２の方が利用する各種介護予防サービスなどの給付に要

する費用でございます。 

 ３款・地域支援事業費は５，２０８万２，０００円、前年度比２３１万３，００

０円、４．６％の増を見込んでおります。主なものは、予防相当の通所介護及び訪

問介護の給付費とケアマネジメントの給付費、また、げんき教室やはつらつ教室な

どの介護予防事業や寝たきり老人等紙おむつ支給事業などの任意事業に要する経費

でございます。 

 ４款・公債費１，０００円につきましては、一時借入金利子分として、前年度と

同額を計上しております。 

 ５款・諸支出金６９万円は、高額介護サービス費貸付金等で、前年度比１，２４

８万８，０００円、９４．８％の減となっております。減額の要因は、介護給付費
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準備基金積立金が減少することによるものでございます。 

 ６款・予備費につきましては１００万円、前年度比５０万円、１００％の増を計

上しております。 

 以上、歳出合計は歳入と同額の１３億９，９２６万１，０００円、前年度比７，

０９４万１，０００円、５．３％の増となっております。 

 なお、２４ページにつきましては、平成２５年度から平成２９年度までの第１号

被保険者数、要介護・要支援認定者数、居宅介護・施設介護の各サービスの受給者

数を記載しております。増加傾向にございますが、内容につきましては、後ほどご

覧いただきたいと存じます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

議長（城之内一男君） 

 ここで暫時休憩とします。再開は１１時２５分からとします。 

（午前１１時１４分 休憩） 

（午前１１時２５分 再開） 

議長（城之内一男君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 それでは、議案第８号、平成３０年度東庄町水道事業会計予算についての内容の

説明を申し上げます。予算参考資料の２５ページをお願いいたします。 

 初めに、平成３０年度水道事業の業務の予定量についてでございます。 

 年度末、給水戸数４，０９５戸、年間総給水量１４５万６，０００立方メートル、

１日平均給水量３，９８９立方メートル、普及率８４．７％を見込み、予算編成を

いたしました。 

 次に、右上の水道事業会計予算状況をご覧ください。 

 収益的収入及び支出予算の収入では、４億４，４４９万８，０００円、支出では

３億８，６９２万８，０００円、収支差し引きで５，７５７万円の純利益となって

おります。 

 次に、表と円グラフをご覧ください。 

 収益的収入のうち営業収益で３億５，３７１万円で、前年度との比較では４００
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万円の増となっております。給水量の増加が見込まれることから、給水収益が４０

０万円の増となり、３億４，６００万円で全体の７７．８％を占めています。 

 また、営業外収益では９，０７８万７，０００円で、前年度と比較し４万円の減

となっております。一般会計補助金５，０００万円、県補助金３，０００万円は前

年度と同額でございます。 

 次に、収益的収支のうち営業費用は３億７，９４６万９，０００円で、前年度と

比較して６５９万１，０００円の減、率にして１．７％の減となっております。こ

の内容でございますが、受水費が２億５，６００万円で、前年度と比較し１００万

円の増、全体の６６．２％を占めております。 

 減価償却費につきましては、５，４８９万円で、３０万２，０００円の減、人件

費につきましては、２，８０２万２，０００円で、職員の異動等により５１０万１，

０００円の減となっております。 

 その他、営業費用につきましては、４，０５５万７，０００円で、前年度と比較

して２１８万８，０００円の減となっており、平成２９年度に単発事業があったこ

とによる減であります。 

 次に、営業外費用は７２５万８，０００円で、前年度と比較して１７万６，００

０円の減、率で２．４％の減となっております。 

 この内容につきましては、企業債の支払利息の減少によるものでございます。 

 続きまして、２６ページをお開きください。 

 資本的収入及び支出予算について、ご説明申し上げます。 

 資本的収入につきましては、ありません。支出につきましては、２，０５８万２，

０００円で、この収支不足額は消費税等収支調整額９３万６，０００円、過年度分

損益勘定留保資金１，９６４万６，０００円で、補填するものでございます。 

 次に、下のグラフをご覧ください。資本的支出の内訳でございますが、建設改良

費が１，０５０万円で全体の５１％を占めております。内容につきましては、配水

管更新工事設計業務委託料等で６５０万円、配水管切り回し工事で４００万円を計

上いたしました。固定資産取得費２６０万円につきましては、仕切弁設置工事で２

００万円、メーター購入で５０万円等を計上いたしました。 

 企業債償還金７４８万２，０００円につきましては、企業債の元金の償還でござ

います。 
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 以上で、平成３０年度東庄町水道事業会計予算についての説明を終わります。よ

ろしくお願いいたします。 

議長（城之内一男君） 

 病院事務長、寺嶋利和君。 

病院事務長（寺嶋利和君） 

 それでは、議案第９号、平成３０年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計予算

について内容をご説明申し上げます。 

 予算参考資料の２７ページをご覧ください。 

 業務予定量ですが、病床数は８０床、年間診療日数は、入院が３６５日、外来が

２６６日を予定しております。年間患者数は、入院が１万８，９８０人、１日平均

５２人、前年度と比較して２，５５５人、１１．９％の減、外来は２万８，８３６

人、１日平均１０８．４人、前年度と比較して１，３４８人、４．５％の減を見込

んでおります。 

 以上の業務予定量につきましては、先般の全員協議会で東庄病院の経営状況につ

いて説明させていただいたとおり、平成２９年度におきましては、入院、外来患者

の減少により、赤字になる見込みであることから、平成３０年度の予算編成につき

ましては、入院、外来患者の減少傾向が継続することも考慮した予算編成となって

おります。 

 初めに、収益的収入ですが、医業収益は９億２，４５５万６，０００円、前年度

比１億１，８２５万円、１１．３％の減を見込んでおります。 

 医業収益の内訳ですが、入院収益は１億７，００９万円、前年度比４，８７６万

４，０００円、２２．３％の減。外来収益は４億８，８３７万６，０００円、前年

度比４，５９０万８，０００円、８．６％の減。室料差額、各種検診、予防接種、

一般会計負担金などのその他医業収益は８，０４４万３，０００円、前年度比７４

９万円、１０．３％の増、介護保険事業収益は１億８，５６４万７，０００円、前

年度比３，１０６万８，０００円、１４.３％の減となります。 

 次に、医業外収益ですが、１億６，６１３万９，０００円、前年度比４，０５３

万９，０００円、３２．３％の増を見込んでおります。 

 医業外収益の内訳ですが、一般会計からの負担金交付金は１億１，７９４万５，

０００円、前年度比３，５３７万４，０００円、４２．８％の増。長期前受金戻入
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金は４，５８２万４，０００円、前年度比４８１万９，０００円、１１．８％の増、

その他医業外収益等は２３７万円、前年度比３４万６，０００円、１７．１％の増

となります。 

 特別利益については、前年度と同額の１０万円を見込んでおります。 

 医業収益、医業外収益、特別利益を合わせました収益的収入は１０億９，０７９

万５，０００円、前年度比７，７７１万１，０００円、６．７％の減を見込んでお

ります。 

 続いて、収益的支出ですが、医業費用は１０億６，１９２万１，０００円、前年

度比７，３７３万６，０００円、６．５％の減を見込んでおります。 

 医業費用の内訳ですが、職員４７名分の給料及び手当、臨時職員２４名分及び非

常勤医師の賃金等の給与費は５億４９１万３，０００円、前年度比２，０５２万６，

０００円、４．２％の増、薬品費、診療材料費等の材料費は３億１，０４０万円、

前年度比１億１９１万６，０００円、２４．７％の減、光熱水費、修繕費、賃借料、

委託料等の経費は１億８，２３６万５，０００円、前年度比９８１万９，０００円、

５．７％の増、減価償却費は６，０６７万３，０００円、前年度比２１６万５，０

００円、３．４％の減、その他医業費用は３５７万円で、前年度と同額となります。 

 次に、医業外費用ですが、２，３２９万７，０００円、前年度比２０１万３，０

００円、８％の減を見込んでおります。 

 医業外費用の内訳でございますが、企業債利息等の支払利息は１，８１０万円、

前年度比２００万２，０００円、１０％の減、その他医業外費用等は５１９万７，

０００円、前年度比１万１，０００円、０．２％の減となります。特別損失は前年

度と同額の１０万円を見込んでおります。予備費についても前年度と同額の２００

万円を見込んでおります。 

 医業費用、医業外費用、特別損失、予備費を合わせました収益的支出は１０億８，

７３１万８，０００円、前年度比７，５７４万９，０００円、６．５％の減を見込

んでおります。 

 以上のように収益的収支は、収益的収入が１０億９，０７９万５，０００円、収

益的支出が１０億８，７３１万８，０００円で、収支差引３４７万７，０００円の

黒字の予算編成となります。 

 右側の円グラフでございますが、ただいま説明をいたしました収益的収入・支出
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について内訳の構成割合を表したものです。 

 収益的収入では、入院収益、外来収益、介護保険事業収益で全体の７７．４％を

占めております。 

 収益的支出では、給与費、材料費、経費で全体の９１．７％を占めております。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 資本的収支の予算ですが、資本的収入は３，８００万２，０００円で、前年度比

５３０万１，０００円の増、資本的支出は９，７１６万３，０００円で、前年度比

８３万６，０００円の減を見込んでおります。収支差引で５，９１６万１，０００

円の不足となっておりますが、この不足額については、当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額３３万７，０００円と過年度分損益勘定留保資金５，８８２

万４，０００円で補填するものでございます。 

 次に、棒グラフで資本的収支の構成割合を示しております。資本的収入では、一

般会計からの出資金が３，８００万１，０００円で、１００％となっております。

また、この出資金には奨学資金貸付金分として８００万円が含まれております。 

 資本的支出では、建設改良費が８８６万円で９．１％、企業債償還金が７，２３

０万３，０００円で、７４．４％、奨学資金貸付金１，６００万円で１６.５％とな

っております。 

 主な建設改良費ですが、器具備品購入費として電動ベッド、チューブ乾燥機、厨

房用ガステーブル、工事費として院内トイレ洋便器化工事を予定しております。 

 以上で説明を終わります。 

 なお、予算の詳細につきましては、予算決算常任委員会で説明をさせていただき

ます。よろしくお願いを申し上げます。 

議長（城之内一男君） 

 提案理由の説明が終わりました。 

 ただいま議題となっております議案第２号から議案第９号までについては、会議

規則第３８条第１項の規定により、お手元の付託表のとおり所管の常任委員会に審

査の付託をします。 

 日程第９、休会の件を議題とします。 

 お諮りします。委員会審査のため、３月９日から１５日までの７日間を休会とし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、３月９日から１５日までの７日間を休会とすることに決定しました。 

 これで本日の日程は全部終了しました。３月１６日の会議は議事の都合により午

後２時３０分に繰り下げて開くことにします。 

 本日はこれで散会とします。 

（午前１１時４０分 散会） 

 

 


